
えちご上越農業協同組合 御中 

ＪＡポイントサービス退会届 

私は、ポイント制度会員を退会したく、会員規約に基づき下記のとおり届出いたします。 

         ※退会されると残高は全て消滅します。ポイントサービス一切の提供も終了いたします。 

※会員本人が亡くなられた場合は、法定相続人よりご記入をお願いします。 

          〔会員証（カード）の取扱いについて〕 

         ・ポイントカードをお持ちの方は、当ＪＡにご返却いただくか、ご本人より磁気ストライプ部分が読み

取りできないようハサミで切断し破棄ください。 

         ・ＪＡカードをお持ちの方においては、ＪＡカードを継続使用される場合は「ＪＡカード切替再発行届」

の手続が別途必要です。また、ＪＡカードを退会される場合には、三菱ＵＦＪニコス所定の退会手続

が別途必要です。なお、退会の内容によってカードの取扱いが異なりますので、担当者にご確認くだ

さい。 

ポイントＩＤ 
（１６ケタ） 

（お届日） 

令和   年  月   日                 

フリガナ  

電話番号  お名前 
（ご本人自署） 

 

ご住所 〒 

            

※会員本人が死亡のため代理記入する場合は下記にご記入ください。 

法定相続人氏名                       会員との続  

                              (  )                                       

※ ポイントカードを返却した場合は、太線部分以外を省略可 

◆今後のサービス向上に役立たせていただくため、退会理由をお聞かせください。 

退会理由 

（複数選択可） 

・ 使い方がわからない   ・ サービス内容が不満  ・ 利用店舗が少ない 

・ 転居、転勤のため    ・ カード紛失等のため   ・ 死亡のため 

・ その他（                                        ） 

これまでご利用いただきまして誠にありがとうございました。 

ＪＡ記入欄 

【ポイントカード貼付】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
チェック 

ポイントカードを紛失・自己処分したため、貼付なし 
□ 

（支店・出張所 → 企画課）                        Ｒ１．５ 

取扱支店 

 係印 検印 

  

本店 

 係印 検印 

 
 

ご記入前

に必ずお

読みくださ

い 

 


